
   米国上院軍事委員長等の普天間基地「嘉手納統合」声明に抗議し、 
その撤回を求める抗議決議 

 
 米国上院軍事委員会のカール・レビン委員長（民主党）とウエッブ同軍事委員会委

員（民主党）、共和党マケイン筆頭委員ら超党派の有力議員は、５月１１日（日本時

間１２日）、米軍普天間基地の移設に関する日米合意の現行計画は「非現実的で実行

不可能、財政負担も不可能」として、改めて嘉手納基地への統合の検討を米国防総省

のゲーツ長官に要請したことを明らかにした。レビン軍事委員長らの提案は嘉手納基

地への統合を中心とする新たな移設案であり、６月末までに辺野古移設の現行案の修

正を求めている。米国上院有力議員の声明に対し、、嘉手納基地を抱える嘉手納町民

や周辺自治体住民、県民から、激しい怒りと猛反発の声が広がっている。 
嘉手納基地の実態は、米軍再編下で F１５戦闘機やＦ２２Ａラプターなど各種外来

機の飛来、訓練激化による爆音増大、ＰＡＣ３ミサイル配備、パラシュート降下訓練

などで町民の基地被害が激増し、負担軽減どころか我慢の限界をはるかに超える事態

となっている。 
 今回の統合案は、日夜激しい米軍機の爆音下で生活環境が破壊され、基地の機能強

化が進み、基地負担の大きい嘉手納町民と県民に更なる犠牲を強いるものであり、到

底容認できるものではない。嘉手納町民は断固として「嘉手納統合絶対反対」のこれ

までの町民の意思を明確にし、その粉砕のため全力を傾注して立ち上がるものである。 
 嘉手納町議会は、普天間基地の「嘉手納統合」が町民や県民の民意を組み取らない

「県内移設」であり、今さら、この案を持ち出すことは町民の心を踏みにじる非人道

的、理不尽な行為であると受け止め、断じて容認することはできず拒否するものであ

る。日米両政府に改めて「嘉手納統合」の断念を怒りをもって強く要求するものであ

る。 
 よって、嘉手納町議会は町民の生命、安全、財産、平穏な生活を守る立場から下記

事項の解決方を強く求めるものである。 

 
記 

  

１ 米国上院軍事委員長らの普天間基地の「嘉手納統合」声明を撤回すること。 
２ 日米両政府は、普天間基地の「嘉手納統合」を明確に断念すること。 
３ 普天間基地の県外、国外移設を実施すること。 
４ 嘉手納基地の機能強化をやめ、負担軽減を確実に実施すること。 

 
以上、決議する。 

平成２３年５月１７日 
                           沖縄県嘉手納町議会  



   米国上院軍事委員長等の普天間基地「嘉手納統合」声明に抗議し、 
その撤回を求める意見書 

 
 米国上院軍事委員会のカール・レビン委員長（民主党）とウエッブ同軍事委員会委

員（民主党）、共和党マケイン筆頭委員ら超党派の有力議員は、５月１１日（日本時

間１２日）、米軍普天間基地の移設に関する日米合意の現行計画は「非現実的で実行

不可能、財政負担も不可能」として、改めて嘉手納基地への統合の検討を米国防総省

のゲーツ長官に要請したことを明らかにした。レビン軍事委員長らの提案は嘉手納基

地への統合を中心とする新たな移設案であり、６月末までに辺野古移設の現行案の修

正を求めている。米国上院有力議員の声明に対し、、嘉手納基地を抱える嘉手納町民

や周辺自治体住民、県民から、激しい怒りと猛反発の声が広がっている。 
嘉手納基地の実態は、米軍再編下で F１５戦闘機やＦ２２Ａラプターなど各種外来

機の飛来、訓練激化による爆音増大、ＰＡＣ３ミサイル配備、パラシュート降下訓練

などで町民の基地被害が激増し、負担軽減どころか我慢の限界をはるかに超える事態

となっている。 
 今回の統合案は、日夜激しい米軍機の爆音下で生活環境が破壊され、基地の機能強

化が進み、基地負担の大きい嘉手納町民と県民に更なる犠牲を強いるものであり、到

底容認できるものではない。嘉手納町民は断固として「嘉手納統合絶対反対」のこれ

までの町民の意思を明確にし、その粉砕のため全力を傾注して立ち上がるものである。 
 嘉手納町議会は、普天間基地の「嘉手納統合」が町民や県民の民意を組み取らない

「県内移設」であり、今さら、この案を持ち出すことは町民の心を踏みにじる非人道

的、理不尽な行為であると受け止め、断じて容認することはできず拒否するものであ

る。日米両政府に改めて「嘉手納統合」の断念を怒りをもって強く要求するものであ

る。 
 よって、嘉手納町議会は町民の生命、安全、財産、平穏な生活を守る立場から下記

事項の解決方を強く求めるものである。 

 
記 

  

１ 米国上院軍事委員長らの普天間基地の「嘉手納統合」声明を撤回すること。 
２ 日米両政府は、普天間基地の「嘉手納統合」を明確に断念すること。 
３ 普天間基地の県外、国外移設を実施すること。 
４ 嘉手納基地の機能強化をやめ、負担軽減を確実に実施すること。 

 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 
平成２３年５月１７日 

                           沖縄県嘉手納町議会  
《あて先》 
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